
表１ 労働者の区分
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④　法人の取締役・理事・無限責任社員等の地位に

　ある者であっても、法令・定款等の規定に基づい

　て業務執行権を有するものと認められる者以外の

　者で、事実上業務執行権を有する取締役・理事・

　代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、そ

　の対償として賃金を得ている者は、原則として

　　「労働者」として取り扱います。

⑩　法令又は定款の規定によっては業務執行権を有

　しないと認められる取締役等であっても、取締役

　会規則その他内部規定によって業務執行権を有す

　る者と認められる者は「労働者」として取り扱い

　ません。

○　監査役及び監事は法令上使用人を兼ねることを

　得ないものとされていますか、事実上一般の労働

　者と同様に賃金を得て労働に従事している場合に

　は、「労働者」として取り扱います。

　原則として被保険者となりません。

　取締役で部長・工場長等の職にあって従業員とし

ての身分かあり、給与支払の面からみても労働者的

性格が強く雇用関係が明確な者は被保険者となりま

す。

　ただし、監査役・監事は除きます。

　法人の代表者と同居している親族については、

　通常の被保険者の場合の判断と異なるものでは

　ありませんが､事業の規模が零細である場合は、

　形式的には法人であっても、実質的には代表者

　の個人事業と同様と認められる場合もあると考

　えられ、この場合は、通常は事業主と利益を一

　にしていると思われるので、個人事業主と同居

　の親族の場合と同様、原則として被保険者とし

　ません。
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　同居の親族は原則として労災保険上の｢労働者｣

に該当しませんが同居の親族であっても、常時同居

の親族以外の労働者を使用する事業において一般事

務又は現場作業等に従事し、かつ次の条件を満たす

ものは労災保険上の｢労働者｣として取り扱います。

吊　業務を行うにつき事業主の指揮命令に従ってい

　ることが明確であること。

⑩　就労の実態が当該事業場における他の労働者と

　同様であり、賃金もこれに応じて支払われている

　こと。特に(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休

　日､休暇等及び(2)賃金の決定､計算及び支払の方法、

　賃金の締切り及び支払の時期等について就業規則

　その他これに準ずるものに定めるところにより、

　その管理が他の労働者と同様になされているこ心

　事業主と同居している親族は、原則として妓保険

者としません。

　なお、同居の親族であっても次の①～③の条件を

みたすものについては被保険者として取り扱います。

①　業務を行うにつき事業主の指揮命令に従ってい

　ることか明確であること。

②　就業の実態が当該事業における他の労働者と同様

　であり賃金もこれに応じて支払われていること特に

　⑦　始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等

　Ｏ　賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締

　　切り及び支払の時期等について就業規則その他

　　これに準ずるものに定めるところによりその管

　　理が他の労働者と同様になされていること。

③　取締役等事業主と利益を一にする地位にないこ

　と。　　　　　　　　　　　　　　゛
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すべて「労働者」として対象となります。 　次のいずれにも該当ｊるもので、その者の労働時

間、賃金その他の労働条件が就業規則（就業規則の

届出義務が課せられていない事業にあっては、そ

れに準ずる規定）において明確に定められていると

認められる場合は、被保険者となります。

①　１週間の所定労働時間が20時間以上であること。

②　反復継続して就労する者であること。（１年以上

　引き続き雇用されることか見込まれること｡）゜

※　ここでいうパートタイム労働者とは、１週間の

　所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正規型

　従業員よりも短い人をいいます。

※　労働時間、賃金その他の労働条件が文書で定め

　られていることか必要です。
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すべて「労働者」として対象となります。 　反復継続して就労せず、その者の受ける賃金か家

計の補助的なものは被保険者の対象となりません。
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すべて「労働者」として対象となります。 　65歳に達した日以後に新たに雇用される者は、

原則として破保険者となりません（任意加入により

高年齢継読破保険者となった者、短期雇用特例破保

険者及び日雇労働破保険者を除きます｡）。
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すべて「労働者」として対象となります。 　登録派遣労働者については、同一の派還元におい

て、次のいずれにも該当する者については、被保険

者となります。

（1）1週間の所定労働時間か20時間以上

（2）反復継続して派遣就業する者（１年以上継続し

　て同一派還元に雇用されることか見込まれる者等）
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